
- 1 大八町連 江名子・松之木線早期完成について □ 新規 ☑ 継続 今年度ルート調査を実施します。 建設課

- 2 大八町連 大八賀川流域の治水整備について □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「護岸整備については、被災を受
けた場合に対応します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。

維持課

- 3 大八町連 大島ダム建設早期建設について □ 新規 ☑ 継続

ご提案の件については、所管である高山土木事務所に確認したところ「国のダム検証の対
象とされたことから、国の定めた基準に沿って計画を詳細に点検するとともに、複数の治水
対策を立案し様々な評価を行い、整備方針を決定します」との回答でした。早期にダム検
証が実施され、大八賀川の治水事業が促進されるよう、引き続き要望します。

建設課

- 4 上野町 道路舗装の修繕（再舗装　上野町8班地内） ☑ 新規 □ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課

- 5 上野町
消火栓ボックスの移動（ホース収納ボックス　新張
地区） ☑ 新規 □ 継続

町内会役員の皆さんと現地確認した結果、消火栓とホース格納ボックスの距離が近い状
態で、移動は必要ないと確認しました。

消防署防災課

- 6 上野町 消火栓用ホース収納ボックスの移設（上野町地内） □ 新規 ☑ 継続 今年度、実施します。 消防署防災課

- 7 上野町 側溝蓋の設置（上野町地内県道458号線） ☑ 新規 □ 継続 所管である県高山土木事務所に要望します。 維持課

- 8 上野町 街路灯の新設（上野町地内） ☑ 新規 □ 継続

当該路線は、中学生の通学路の指定は無く、市が外灯を設置する基準を満たしていない
ため、市では対応できません。市には町内会が管理する防犯灯（街路灯）のＬＥＤ化（新
設、改修）に対する補助制度があります。
町内会での新設についてご検討いただき、申請される場合は事前に協働推進課へご相談
ください。なお、今年度の申請締切は平成29年8月31日です。

協働推進課

- 9 上野町 排水路整備（新張地区） ☑ 新規 □ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課

- 10 上野町 道路補修（市道） ☑ 新規 □ 継続 今年度実施します。 維持課

- 11 上野町 道路補修（市道　上野町８班） ☑ 新規 □ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課

- 12 上野町 道路横断側溝とパイプ排水 ☑ 新規 □ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課

- 13 上野町 道路横断側溝の設置 ☑ 新規 □ 継続 所管である県高山土木事務所に要望します。 維持課
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- 14 上野町 道路舗装補修（県道） ☑ 新規 □ 継続 所管である県高山土木事務所に要望します。 維持課

- 15 上野町 側溝幅の変更 ☑ 新規 □ 継続 所管である県高山土木事務所に要望します。 維持課

- 16 上野町
消火栓ボックス（ホース収納ボックス）の移動　8班
新張地区） ☑ 新規 □ 継続 今年度、実施します。 消防署防災課

- 17 上野町
消火栓ボックス（ホース収納ボックス）の移動　9班
新張地区） ☑ 新規 □ 継続 今年度、実施します。 消防署防災課

- 18 上野町 歩道の設置（県道458号線） □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「歩道整備については、現在事業
中の箇所が完了後、優先順位の高い順に検討します」との回答でした。引き続き同事務所
へ要望します。

維持課

- 19 東山台町 側溝改修（２班） ☑ 新規 □ 継続
ご提案の箇所については、増水時に現地確認を行い、通水機能に支障があれば、整備を
検討します。

維持課

- 20 東山台町 カーブミラー新規設置（三福寺町） ☑ 新規 □ 継続 設置場所が確保できましたら、設置を検討します。 維持課

- 21 東山台町 カーブミラー新規設置（三福寺町） ☑ 新規 □ 継続 設置場所が確保できましたら、設置を検討します。 維持課

- 22 下三福寺町 道路改修工事（斐太高校へ東側から入る道路） ☑ 新規 □ 継続 所管である県教育委員会事務局に要望します。 維持課

- 23 下三福寺町 側溝の悪臭改善（ＪＡ看護専門学校寮の北側） ☑ 新規 □ 継続 今年度実施します。 維持課

- 24 三福寺町 市道側溝の修繕（三福寺町8班市営住宅周辺） □ 新規 ☑ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課

- 25 三福寺町 市道側溝の新規取り付け（３班） □ 新規 ☑ 継続
ご提案の箇所については、増水時に現地確認を行い、通水機能に支障があれば、整備を
検討します。

維持課

- 26 三福寺町
早期建設（リサイクルセンターから松之木合崎線ま
で） □ 新規 ☑ 継続

ご提案の道路新設については、ごみ処理施設建設に係るグランドデザインにおいて、埋立
処分地の跡地活用に伴う交通量増加対策として位置づけられており、今後、ごみ処理施設
建設事業と併せて具体的な整備内容を検討します。

建設課

- 27 三福寺町
道路整備（道路が狭く雨天時通行困難給食センター前道
路） □ 新規 ☑ 継続

ご提案の道路については、沿線に家屋が無く交通量も少ないため整備の必要性は低いと
考えていますが、整理番号２６の道路計画の中で、整備の必要性について検討します。(建
設課)
なお、ご理解が得られるのであれば、路面の平坦性の向上を図るため、土砂の補充等によ
る路面修繕について検討します。（維持課）

建設課
維持課

- 28 三福寺町 曙・三福寺線早期継続（当初計画の遂行） □ 新規 ☑ 継続
ご提案の道路拡幅については、交通量に対し現況道路幅員で機能上支障が無いと考えて
いますので、現状でご理解願います。

建設課

- 29 三福寺町 浮石調査と撤去（裏山【城山】） □ 新規 ☑ 継続
情報提供のあった箇所については、早期の実施に向け所管である県飛騨農林事務所へ引
き続き要望します。

林務課

- 30 三福寺町
崩壊による路肩法面の修繕（三福寺地内奥洞地
区） □ 新規 ☑ 継続

現地を確認したところ、法面は車道部より２ｍ以上離れた箇所で崩れていることから、通行
に支障がないと判断しますので、現状でご理解願います。

農務課

- 31 三福寺町 廃棄物処理場の改善 □ 新規 ☑ 継続 項目別回答については別紙参照 生活環境課
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- 32 三福寺町 側溝の修繕（漆垣内地内、国道３６１沿い） □ 新規 ☑ 継続
情報提供書では「道路法面が側溝下部を押し、側溝が狭くなっている」とのことですが、側
溝下部の壁厚が厚い（台形）構造の側溝で、断面は狭くなっていません。
通水にも問題ないことから、修繕の必要はありませんので、現状でご理解願います。

農務課

- 33 三福寺町 小丸山古墳石室保全（入口崩壊の恐れ） □ 新規 ☑ 継続

当該箇所は、私有地のため市では整備ができません。地域での実施についてご検討をお
願いします。
現状、直ちに崩落する危険性は低いとの専門家の意見をいただいていますが、保全対策
の方法についてはご相談ください。
なお、古墳の価値については、昭和4年及び昭和60年の調査により、大きさや石室の構造
が明らかとなっており、板状の割石を積んで作られた石室を持ち現存する古墳として評価
が高いと考えていますが、今後、市内のうち国府地域に現存する同様の古墳との詳細な比
較検討が必要です。

文化財課

- 34 三福寺町 横断歩道設置（東山中～東山台道路） ☑ 新規 □ 継続 所管である県公安委員会に要望します。 維持課

- 35 三福寺町 道路幅拡張について（36番地） ☑ 新規 □ 継続 今年度、実施します。 建設課

- 36 三福寺町 街灯新設について（3班） ☑ 新規 □ 継続

　当該位置は、市が外灯を設置する基準を満たしていないため、市では対応できません。
市には町内会が管理する防犯灯（街路灯）のＬＥＤ化（新設、改修）に対する補助制度があ
ります。
　現地では既設の防犯灯との位置関係等で条件がありますが、町内会での新設について
ご検討いただき、申請される場合は事前に協働推進課へご相談ください。なお、今年度の
申請締切は平成29年8月31日です。

協働推進課

- 37 三福寺町 街灯新設について（６班） ☑ 新規 □ 継続

　当該位置は、市が外灯を設置する基準を満たしていないため、市では対応できません。
市には町内会が管理する防犯灯（街路灯）のＬＥＤ化（新設、改修）に対する補助制度があ
りますので、町内会での新設についてご検討いただき、申請される場合は事前に協働推進
課へご相談ください。なお、今年度の申請締切は平成29年8月31日です。

協働推進課

- 38 三福寺町 街灯新設について（６班） ☑ 新規 □ 継続

　当該位置は、市が外灯を設置する基準を満たしていないため、市では対応できません。
市には町内会が管理する防犯灯（街路灯）のＬＥＤ化（新設、改修）に対する補助制度があ
りますので、町内会での新設についてご検討いただき、申請される場合は事前に協働推進
課へご相談ください。なお、今年度の申請締切は平成29年8月31日です。

協働推進課

- 39 三福寺町 道路舗装の新設（10班～7班に向けて） ☑ 新規 □ 継続 ご提案の箇所については、経過観察し、整備を検討します。 維持課

- 40 三福寺町 水路修繕（４班～資源ＲＣへの道路側溝） ☑ 新規 □ 継続
現地を確認したところ、水路目地からの水漏れですので、崩壊の恐れはありませんが、目
地の補修について、今年度実施します。

農務課

- 41 三福寺町 法面崩落防止工事（７班　曙側山林斜面） ☑ 新規 □ 継続
情報提供のあった箇所の予防対策については、県飛騨農林事務所へ要望します。
　なお、土砂崩壊箇所及び周辺森林の保安林指定が予防対策の条件であるため、保安林
指定の同意等について、ご協力願います。

林務課

- 42 東山町 通学路の除雪（中畑たばこ店裏道路） □ 新規 ☑ 継続 ご提案の箇所については、道路幅員が狭く除雪は困難ですので、現状でご理解願います。 維持課

- 43 東山町 R１５８号線修繕と歩行者通路整備 □ 新規 ☑ 継続 昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望しました。引き続き同事務所へ要望します。 維持課

- 44 東山町 看板等の整備（長坂辻バス停付近） □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「設置可能な箇所が整いました
ら、今年度、注意喚起標識を設置します」との回答でした。現地を確認したところ、設置され
ていますのでご確認ください。

維持課

- 45 曙町 側溝修繕（1丁目地内　開口側溝に） □ 新規 ☑ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課
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- 46 曙町 ガードレール設置（2丁目地内） ☑ 新規 □ 継続 今年度実施します。 維持課

- 47 曙町
一旦停止線の設置（4丁目　介護施設【シンシア】か
らの出口） ☑ 新規 □ 継続 所管である県公安委員会に要望します。 維持課

- 48 曙町 街灯の設置（1丁目地内） ☑ 新規 □ 継続

　当該位置は、市が外灯を設置する基準を満たしていないため、市では対応できません。
市には町内会が管理する防犯灯（街路灯）のＬＥＤ化（新設、改修）に対する補助制度があ
ります。
　現地では既設の防犯灯との位置関係等で条件がありますが、町内会での新設について
ご検討いただき、申請される場合は事前に協働推進課へご相談ください。なお、今年度の
申請締切は平成29年8月31日です。

協働推進課

- 49 曙町 街灯の設置（三福寺峠頂上付近） □ 新規 ☑ 継続

　当該位置は、市が外灯を設置する基準を満たしていないため、市では対応できません。
市には町内会が管理する防犯灯（街路灯）のＬＥＤ化（新設、改修）に対する補助制度があ
ります。
　現地では既設の防犯灯との位置関係等で条件がありますが、町内会での新設について
ご検討いただき、申請される場合は事前に協働推進課へご相談ください。なお、今年度の
申請締切は平成29年8月31日です。

協働推進課

- 50 曙町 側溝改修（幅と高さ：曙町４介護施設【シンシア】前 □ 新規 ☑ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課

- 51 曙町 側溝の拡幅・改修（２丁目地内） □ 新規 ☑ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課

- 52 曙町
パイプガードレール修繕（曙町３－１１８～１２０地
内） □ 新規 ☑ 継続 今年度実施します。 維持課

- 53 曙町 進入禁止標識の設置（1丁目地内） ☑ 新規 □ 継続 所管である県公安委員会に要望します。 維持課

- 54 曙町 ロードヒーティング設置（１丁目21～37番地内） □ 新規 ☑ 継続
融雪装置の設置については、多額の維持管理費が必要となるため、整備の予定はありま
せん。なお、路面凍結防止策として、市で凍結防止剤を配付しますので、維持課へご相談
ください。

維持課

- 55 曙町 ロードヒーティング設置（１丁目４７番地内） □ 新規 ☑ 継続
融雪装置の設置については、多額の維持管理費が必要となるため、整備の予定はありま
せん。なお、路面凍結防止策として、市で凍結防止剤を配付しますので、維持課へご相談
ください。

維持課

- 56 曙町 ロードヒーティング設置（４丁目20～36番地内） □ 新規 ☑ 継続
融雪装置の設置については、多額の維持管理費が必要となるため、整備の予定はありま
せん。なお、路面凍結防止策として、市で凍結防止剤を配付しますので、維持課へご相談
ください。

維持課

- 57 長坂町 側溝補修（長坂町７班地内） □ 新規 ☑ 継続
県が管理する急傾斜施設からの排水が、ご提案の側溝に排水されていますので、所管で
ある県高山土木事務所に要望します。

維持課

- 58 長坂町 側溝修繕（長坂町３班地内→東小Ｇからの水） □ 新規 ☑ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課

- 59 長坂町 傾斜地の土砂崩壊防止（4班地内　急傾斜地） □ 新規 ☑ 継続
ご提案の箇所は傾斜度が緩く、急傾斜地に指定されていませんので、対応は困難です。土
地所有者又は近隣住民の皆様に経過観察していただき、異変を感じた際には、維持課ま
でご連絡ください。

維持課

- 60 長坂町 土石流失防護壁の強化（急傾斜地） □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「緊急性が低いため当面急傾斜
施設の整備予定はありません」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。

維持課

- 61 日の出町 開水路改善（日の出町７班地内溢水・冠水防止） □ 新規 ☑ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課
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- 62 日の出町
歩道改善（国道脇通学路:凸凹改善：陥没危険除
去） □ 新規 ☑ 継続

昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現地調査し、修繕方法を検討し
ます」との回答でした。現地を確認したところ、実施されていませんので、引き続き同事務
所に要望します。

維持課

- 63 日の出町 側溝の整備（日の出町８班地内） □ 新規 ☑ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課

- 64 日の出町 市道拡幅（日の出町１１班公園下道路） □ 新規 ☑ 継続
ご提案の箇所については、昨年度に交差点付近の改良と電柱移設を実施しました。それ
以外の箇所については、現況道路幅員で機能上支障が無いと考えていますので、現状で
ご理解願います。

建設課

- 65 日の出町
側溝蓋の設置（日の出町３班　県職員アパート下道
路） ☑ 新規 □ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課

- 66 松之木町 横断歩道/横断歩道用信号設置（コンビニ前） ☑ 新規 □ 継続 所管である県公安委員会に要望します。 維持課

- 67 松之木町 カーブミラーの設置 ☑ 新規 □ 継続 今年度実施します。 維持課

- 68 松之木町 市道３０６７．３０３７．３２４６号線舗装の改修 □ 新規 ☑ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課

- 69 松之木町 R１５８．３６１号線交差点付近、雨水排水の改修 □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現地調査し、修繕方法を検討し
ます」との回答でした。現地を確認したところ、実施されていませんので、引き続き同事務
所へ要望します。

維持課

- 70 松之木町 平野農園前（松ノ木町地内）排水溝改修 □ 新規 ☑ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課

- 71 松之木町 R１５８．３６１号線交差点照明灯の設置 □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現地調査を実施し、必要と判断
した場合は、照明灯を追加します」との回答でした。現地を確認したところ、設置されていま
せんので、引き続き同事務所に要望します。

維持課

- 72 松之木町 市道1190号線　Ｕ字溝の改修 ☑ 新規 □ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課

- 73 松之木町 市道1427号線　Ｕ字溝の改修 ☑ 新規 □ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課

- 74 松之木町 市道２０７号線道路の拡幅と側溝の位置１ □ 新規 ☑ 継続 ご要望の箇所については、寄附を受けた用地内での整備を検討します。 維持課

- 75 松之木町 市道２０７号線道路の拡幅と側溝の位置２ □ 新規 ☑ 継続
ご提案の道路拡幅については、交通量に対し現況道路幅員で機能上支障が無いと考えて
いますが、必要となる用地について、土地所有者からの寄付の同意と分筆測量図作成ま
でご協力が得られるのであれば、整備について検討します。

建設課

- 76 松之木町 旧平湯街道舗装陥没・破損改修 □ 新規 ☑ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課

- 77 松之木町 旧平湯街道法面崩壊・側溝改修 □ 新規 ☑ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課

- 78 松之木町 R１５８号沿い歩道・ガードレールの改修 □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「今年度、実施します」との回答で
した。現地を確認したところ、側溝蓋については、修繕されていますのでご確認ください。
ガードレールについては、実施されていませんので、引き続き同事務所へ要望します。

維持課

- 79 松之木町 七夕用水の改修（漆垣内町地内） □ 新規 ☑ 継続
昨年度に引き続き、水路壁が傾いている箇所を一部実施します。
なお、ご要望の水路は農業用水施設のため、地元分担金が必要となりますので、ご理解
願います。

農務課
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- 80 松之木町 七夕橋歩道橋の塗装修繕 □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「今年度、実施します」との回答で
した。現地を確認したところ、実施されていませんので、引き続き同事務所に要望します。

維持課

- 81 東栄町 道路補修（松之木町1688番地：陥没、凸凹） ☑ 新規 □ 継続 今年度実施します。 維持課

- 82 東栄町 法面改修（松之木町1688番地付近） ☑ 新規 □ 継続 今年度実施します。 維持課

- 83 大洞町 農業用水路改修（漆垣内町ため池への道路） □ 新規 ☑ 継続
ご要望の箇所に農業用水の取水口があり、取水口の水位を確認したところ、十分確保され
ていることから、現在の遮断板を10cm程度低くすることで、放流断面が確保できないか調
査・検討します。

農務課

- 84 大洞町 農業用水路改修（大洞町バス停下、U字溝） □ 新規 ☑ 継続

現地を確認したところ、集水桝箇所で、２方向に分水できる構造となっていますので、降雨
時には、地元関係者において対応をお応願いします。しかし、分水を行っても水路から溢
れる場合には、断面不足ですので改修工事について検討します。
なお、昨年度の回答と同様ですが、ご要望の水路は農業用水施設のため、改修する場合
には地元分担金が必要となりますので、ご理解願います。

農務課

- 85 大洞町 農業用水路改修（市道1178号線南側、U字溝） ☑ 新規 □ 継続
現地を確認したところ、排水により法面の一部が崩壊していましたので、農繁期以降に法
面を保護する工事を実施します。

農務課

- 86 大洞町 市道側溝の改修（市道１１７１，１１７２分岐付近） □ 新規 ☑ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課

- 87 大洞町 R１５８号線歩道舗装（信号交差点舗装の修復） □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「今年度、実施します」との回答で
した。現地を確認したところ、実施されていませんので、引き続き同事務所に要望します。

維持課

- 88 大洞町 市道改修（市道１１７９ため池付近　側溝設置） □ 新規 ☑ 継続
ご提案の箇所については、増水時に現地確認を行い、通水機能に支障があれば、整備を
検討します。

維持課

- 89 大洞町 側溝の延長（市道１１７８） □ 新規 ☑ 継続
ご提案の箇所については、増水時に現地確認を行い、通水機能に支障があれば、整備を
検討します。

維持課

- 90 大洞町 市道舗装修繕（市道3002号線） ☑ 新規 □ 継続 今年度実施します。 維持課

- 91 漆垣内町
旧R361号線（沢上地区）の歩道バリアフリー化（２７
一部施工） □ 新規 ☑ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課

- 92 漆垣内町 市道側溝改修・歩道整備（池田地区） □ 新規 ☑ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課

- 93 漆垣内町 菅沢谷線の待避所設置（２７一部施工） □ 新規 ☑ 継続
H27年度に必要箇所を実施しましたので、今年度整備の予定はありません。現状でご理解
願います。

維持課

- 94 漆垣内町 菅沢谷線及び天持ため池付近の道路整備 □ 新規 ☑ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課

- 95 漆垣内町
道路横断ヒューム管改修（市道松之木・塩屋線　沢
上地区） □ 新規 ☑ 継続

ご提案の箇所につきましては、増水時に現地確認を行い、通水機能に支障があれば、整
備を検討します。

維持課

- 96 漆垣内町 市道舗装（五名・三岩線　榎田・間瀬戸地区） □ 新規 ☑ 継続
ご提案の箇所については、道路幅員は確保されており路面状況も良好ですので、現状で
ご理解願います。

維持課

- 97 漆垣内町 市道舗装（五名・三岩線　南部交差点下流） □ 新規 ☑ 継続
ご提案の箇所については、道路幅員は確保されており路面状況も良好ですので、現状で
ご理解願います。

維持課

- 98 漆垣内町 市道舗装（五名・三岩線　南部交差点上流） □ 新規 ☑ 継続
ご提案の箇所については、道路幅員は確保されており路面状況も良好ですので、現状で
ご理解願います。

維持課



町内会（団体）名 提案事項 新規・継続 今　　年　　度　　の　　対　　応

まちづくり協議会記入欄 高　山　市　記　入　欄

所　管　課
 ※
 実施事業

整理番号

- 99 漆垣内町 市道舗装（西ヶ瀬地内） □ 新規 ☑ 継続
ご提案の箇所については、道路幅員は確保されており路面状況も良好ですので、現状で
ご理解願います。

維持課

- 100 漆垣内町 市道横断歩道の新設（五名地区） □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県公安委員会へ要望したところ「横断歩道の設置条件を満たしません
ので、設置できません」との回答でした。現状でご理解願います。

維持課

- 101 漆垣内町 市道石浦・大洞線の安全な通学路確保について □ 新規 ☑ 継続
ご提案の歩道設置については、徒歩や自転車での利用は少なく整備の必要性は低いと考
えていますので、現状でご理解願います。（建設課）
指定通学路については、車両への注意喚起標等について検討します。（維持課）

建設課

- 102 漆垣内町 市道漆垣内５２号線五名地区の舗装・拡幅工事 □ 新規 ☑ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課

- 103 漆垣内町
市道歩道橋新設について（菅沢谷橋　石浦・大洞線
接続） □ 新規 ☑ 継続

ご提案の箇所について、クリエイトセンターは市道に面しており、歩行者は市道の歩道を利
用できる状況となっているため、整備の必要性は低いと考えていますので、現状でご理解
願います。

建設課

- 104 漆垣内町 五名橋の永久橋への架け替え □ 新規 ☑ 継続
ご提案の橋について、平成21年度に橋桁の架け替えを行い安全性に問題はないため、永
久橋への架け替えの予定はありませんので、現状でご理解願います。

建設課

- 105 漆垣内町 全体に関わること（農道・除雪・現物支給等） □ 新規 ☑ 継続

・農道の舗装・補修及び改修について
現地を確認し通行に支障があると判断した箇所については修繕します。
・町内施工への現物支給について
原材料支給で対応できますので、維持課までご相談ください、その際、支給量等の詳細に
ついて検討します。
・除雪について
市では除雪計画により除雪出動していますので、ご理解願います。

維持課

- 106 漆垣内町
天持溜池の取水にかかる取入れ流入水路改修工
事 □ 新規 ☑ 継続

ご要望の水路は老朽化による漏水等を確認しました。
なお、昨年度の回答と同様ですが、改修工事を行う場合には、農業用水施設のため地元
分担金が必要となります。関係者の了解が得られれば実施に向け検討します。

農務課

- 107 漆垣内町
農業用水の取り入れ用遮断板設置（大洞町より同
時要望） ☑ 新規 □ 継続 整理番号83と同一箇所 農務課

- 108 漆垣内町 市道改修（豪雨による冠水、榎田地区諏訪神社下 □ 新規 ☑ 継続
ご提案の箇所につきましては、増水時に現地確認を行い、通水機能に支障があれば、整
備を検討します。

維持課

- 109 漆垣内町 天持溜池の流入口土砂除去 □ 新規 ☑ 継続

天持溜池の土砂堆積状況を農繁期以降に確認し、溜池としての機能が不足していると判
断しましたら、土砂撤去について検討します。
なお、昨年度の回答と同様ですが、土砂撤去を行う場合には、農業用施設のため地元分
担金が必要となります。

農務課

- 110 漆垣内町 天持溜池への流入水路改修 □ 新規 ☑ 継続
現地を確認したところ、現状で通水に支障がないと判断しており、改修の予定はありません
のでご理解願います。ただし、土砂堆積で取水できないなど、通水に支障が生じた場合は
改めてご相談ください。

農務課

- 111 漆垣内町
麻畑林道の路側決壊について（緊急現地確認依頼
済） ☑ 新規 □ 継続

情報提供のあった箇所は、既設治山施設に土砂が堆積し、河川の流れが変わり路面が浸
食されていることから、土砂の撤去について、県飛騨農林事務所へ要望します。

林務課

- 112 漆垣内町 家の洞林道土砂流出による決壊について ☑ 新規 □ 継続
情報提供のあった箇所について現地確認した結果、今後の降雨により路側が崩壊する恐
れがあるため、今年度実施します。

林務課

- 113 漆垣内町 ちゃわん谷地区崩落危険、土砂流失対策について □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「緊急性が低いため、当面砂防施
設の整備予定はありません」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。

維持課

- 114 漆垣内町 池田地区崩落危険、土砂流失対策について □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「緊急性が低いため、当面砂防施
設の整備予定はありません」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。

維持課

- 115 漆垣内町 沢上2地区崩落危険、土砂流失対策について □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「緊急性が低いため、当面砂防施
設の整備予定はありません」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。

維持課
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- 116 漆垣内町 やたね洞地区土砂流失対策について □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「緊急性が低いため、当面砂防施
設の整備予定はありません」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。

維持課

- 117 漆垣内町 日面、日影用水路の改修（27より事業開始） □ 新規 ☑ 継続

昨年度の回答と同様ですが、ご要望の水路箇所よりも下流部で漏水等が多くみられます。
中山間地域総合整備事業では、下流部の整備を予定しており、塩屋地域、丹生川地域の
整備箇所も決定していることから、この事業での追加整備は困難ですのでご理解願いま
す。

農務課

- 118 漆垣内町 大八賀川池田地区の護岸決壊について □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「被災箇所は災害復旧事業を実
施しました。他の箇所は、現況問題ありません」との回答でしたので、現状でご理解願いま
す。

維持課

- 119 漆垣内町 大八賀川下内地区護岸の石積み崩壊 ☑ 新規 □ 継続 所管である県高山土木事務所に要望します。 維持課

- 120 天堤町 道路拡幅工事（市道26号線天堤～塩屋） ☑ 新規 □ 継続
ご提案の箇所については、交通量が少なく整備の必要性は低いと考えていますので、現
状でご理解願います。

建設課

- 121 天堤町 道路舗装改修 ☑ 新規 □ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課

- 122 天堤町
道路舗装改修（漆垣内～天堤町に向かう南部道
路） ☑ 新規 □ 継続 今年度実施します。 維持課

- 123 天堤町 道路舗装改修（漆垣内～天堤町に上がる道路） ☑ 新規 □ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課

- 124 天堤町 道路舗装改修（市道26号線） ☑ 新規 □ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課

- 125 天堤町 南部道路舗装改修（天堤町～塩屋町へ下る道路） ☑ 新規 □ 継続 今年度実施します。 維持課

- 126 大島町 道路法面の一部崩壊 ☑ 新規 □ 継続 今年度実施します。 維持課

- 127 大島町 堤防の一部崩れ（右岸） ☑ 新規 □ 継続 所管である県高山土木事務所に要望します。 維持課



○ 4 上野町 道路舗装の修繕（再舗装　上野町8班地内） ☑ 新規 □ 継続 今年度実施します。

× 9 上野町 排水路整備（新張地区） ☑ 新規 □ 継続 次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。

× 11 上野町 道路補修（市道　上野町８班） ☑ 新規 □ 継続 次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。

× 12 上野町 道路横断側溝とパイプ排水 ☑ 新規 □ 継続 次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。

△ 24 三福寺町 市道側溝の修繕（三福寺町8班市営住宅周辺） □ 新規 ☑ 継続 今年度一部実施します。

× 45 曙町 側溝修繕（1丁目地内　開口側溝に） □ 新規 ☑ 継続 次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。

× 50 曙町 側溝改修（幅と高さ：曙町４介護施設【シンシア】前 □ 新規 ☑ 継続 次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。

○ 51 曙町 側溝の拡幅・改修（２丁目地内） □ 新規 ☑ 継続 今年度実施します。

× 58 長坂町 側溝修繕（長坂町３班地内→東小Ｇからの水） □ 新規 ☑ 継続 次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。

○ 61 日の出町 開水路改善（日の出町７班地内溢水・冠水防止） □ 新規 ☑ 継続 今年度実施します。

× 63 日の出町 側溝の整備（日の出町８班地内） □ 新規 ☑ 継続 次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。

× 65 日の出町
側溝蓋の設置（日の出町３班　県職員アパート下
道路） ☑ 新規 □ 継続 次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。

× 68 松之木町 市道３０６７．３０３７．３２４６号線舗装の改修 □ 新規 ☑ 継続 次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。

× 70 松之木町 平野農園前（松ノ木町地内）排水溝改修 □ 新規 ☑ 継続 次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。

連　絡　先（電話） 0577-34-4193（まち協事務室） 連　絡　先 0577-35-3596

まちづくり協議会記入欄 高　山　市　記　入　欄

 ※
 実施事業

整理番号 町内会（団体）名 提案事項 新規・継続 今　　年　　度　　の　　対　　応

　　　　情　報　提　供　一　覧　表　（　市　道　等　の　維　持　・　修　繕　案　件　）　　　【平成　２９　年度事業】

地　　　区　　　名 大八まちづくり協議会

代表者（責任者） 会長　笠井　新治 所　管　課 維持課



まちづくり協議会記入欄 高　山　市　記　入　欄

 ※
 実施事業

整理番号 町内会（団体）名 提案事項 新規・継続 今　　年　　度　　の　　対　　応

× 72 松之木町 市道1190号線　Ｕ字溝の改修 ☑ 新規 □ 継続 次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。

× 73 松之木町 市道1427号線　Ｕ字溝の改修 ☑ 新規 □ 継続 次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。

× 76 松之木町 旧平湯街道舗装陥没・破損改修 □ 新規 ☑ 継続 次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。

× 77 松之木町 旧平湯街道法面崩壊・側溝改修 □ 新規 ☑ 継続 次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。

△ 86 大洞町 市道側溝の改修（市道１１７１，１１７２分岐付近） □ 新規 ☑ 継続 今年度一部実施します。

× 91 漆垣内町
旧R361号線（沢上地区）の歩道バリアフリー化（２７
一部施工） □ 新規 ☑ 継続 次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。

△ 92 漆垣内町 市道側溝改修・歩道整備（池田地区） □ 新規 ☑ 継続 今年度一部実施します。

× 94 漆垣内町 菅沢谷線及び天持ため池付近の道路整備 □ 新規 ☑ 継続 次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。

× 102 漆垣内町 市道漆垣内５２号線五名地区の舗装・拡幅工事 □ 新規 ☑ 継続 次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。

× 121 天堤町 道路舗装改修 ☑ 新規 □ 継続 次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。

× 123 天堤町 道路舗装改修（漆垣内～天堤町に上がる道路） ☑ 新規 □ 継続 次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。

△ 124 天堤町 道路舗装改修（市道26号線） ☑ 新規 □ 継続 今年度一部実施します。

実施事業　：　○実施、△一部実施、×未実施



別紙 項目別回答 

 

廃棄物処理場関係 

 

１ 排気ガス（ダイオキシン）、土壌残留ダイオキシン、排水の検査を年々増や

して、公表することで町民の不安を解消すること。 

  焼却施設の排ガス中のダイオキシン類測定及び埋立処分地からの排水検査の内

容や回数については、法令に基づき実施しています。また、土壌中のダイオキシ

ン類測定については、三福寺町町内会の皆様のご協力のもと、三福寺町公民館敷

地内での測定を継続して実施しています。 

  これまでの測定値は基準値を大きく下回っており、現在の検査回数を増やす必

要はないと考えています。なお、今年度実施します検査については、結果が出た

ところで速やかに三福寺町町内会をはじめとする周辺町内会の皆様に報告します。 

  また、検査結果などを含めた施設の維持管理情報を広報たかやまや市ホーム

ページにおいて公表しています。 

 

２ 悪臭、塵灰の拡散防止を徹底すること。 

  今年度も引き続き、埋立処分地から発生するガスの引き抜きや覆土の実施など

による拡散防止対策を徹底します。 

 

３ カラス被害の対策を強化すること。 

  埋立処分地においては、カラスの餌となるマヨネーズ容器などの分別回収、覆

土及びカラスの捕獲器の設置などの対策によって、カラスの飛来数に減少傾向が

みられます。 

  今年度もこのような対策を強化しながら、継続して実施します。 

 

４ 埋立処分地の跡地利用については、地元と十分な協議をすること。 

  第一次埋立処分地は、ほぼ埋立が終了しており、地盤の安定化を確認するため

の水質検査や地中温度、発生ガス量などの測定を開始したところです。今年度も

これらの調査を引き続き行うとともに、埋立処分地の廃止に向けた手続きを進め

ます。 

  跡地利用については、昨年度お示ししたグランドデザインに基づき、地元の皆

様のご意見を伺い検討を進めます。 



 

５ 既存施設の安心、安全、性能を確保した運営、運転管理を厳守するとともに、

新焼却炉の建設については、十分な協議をすること。 

  施設の維持管理については、周辺地域の皆様に安心していただけるよう、毎年

点検整備を行い、性能を維持し安全に稼働できるよう努めているところです。 

  新焼却施設については、現焼却施設の東側に建設したいという市の考えに対し

て、一定のご理解を賜り、誠にありがとうございます。今後も皆様のより一層の

ご理解が得られるよう協議を継続したいと考えています。 

 




